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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本電機工業会（JEMA）及

び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。これによって，

JIS C 9029-2-9:2006 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 62841 規格群（手持形電動工具，可搬形電動工具並びに芝生用及び庭園用電動機械の安全性）

は，次に示す部で構成する。 

JIS C 62841-1 第 1 部：通則 

JIS C 62841-2-1 第 2-1 部：手持形ドリル及び振動ドリルの個別要求事項 

JIS C 62841-2-2 第 2-2 部：手持形電気スクリュードライバ及びインパクトレンチの個別要求事項 

JIS C 62841-2-4 第 2-4 部：ディスク形以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項 

JIS C 62841-2-5 第 2-5 部：手持形丸のこの個別要求事項 

JIS C 62841-2-8 第 2-8 部：手持形シャー及びニブラの個別要求事項 

JIS C 62841-2-9 第 2-9 部：手持形タッパ及びスレッダの個別要求事項 

JIS C 62841-2-11 第 2-11 部：手持形往復動のこぎりの個別要求事項 

JIS C 62841-2-14 第 2-14 部：手持形かんなの個別要求事項 

JIS C 62841-3-9 第 3-9 部：可搬形マイタソーの個別要求事項 

JIS C 62841-3-10 第 3-10 部：可搬形切断機の個別要求事項 
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日本産業規格          JIS 
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手持形電動工具，可搬形電動工具並びに芝生用及び

庭園用電動機械の安全性－ 
第 3-9 部：可搬形マイタソーの個別要求事項 

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and 
garden machinery-Safety- 

Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws 
 

序文 

この規格は，2020 年に第 2 版として発行された IEC 62841-3-9 を基とし，日本の配電事情を考慮し，技

術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

この規格は，JIS C 62841-1:2020 と併読する規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JAA に示す。 

JIS C 62841-1:2020 に追加する細分箇条番号は，JIS C 62841-1:2020 の箇条番号の後に“101”からの番号

を付け，図番号及び表番号は，“101”からの連続番号を付ける。また，追加する細別は，“101”からの連

続番号を付ける。 

1 適用範囲 

適用範囲は，次によるほか，JIS C 62841-1:2020 の箇条 1 による。 

追加（“電熱素子を組み込んだ電動工具も，”で始まる段落の後に，次を追加し適用する。） 

この規格は，のこ刃の直径が 410 mm 以下で，木材及びこれに類する材料，プラスチック，並びにマグ

ネシウムを除く非鉄金属を切断するように意図した可搬形マイタソー（以下，マイタソー又は電動工具と

もいう。）に適用する。 

この規格は，マグネシウム又は鉄鋼（鋼，鉄など）を切断するために設計されたマイタソーには適用し

ない。また，自動送り装置付きマイタソーにも適用しない。 

注記 101 鉄鋼材料の切断を目的とする可搬形のマイタソーは，将来，規格として規定される予定であ

る。 

この規格は，といしを使用するように設計されたマイタソーには適用しない。 

注記 102 といしを使用するように設計された可搬形電動工具は，JIS C 62841-3-10（可搬形切断機）で


